
R2.10

　資 　 金 　 使 　 途
健康寿命延伸に関する設備資金
（１）リフォーム資金・建替え資金
（２）機器購入資金
（３）往診・送迎用等車両購入資金
（４）従業員の健康増進に資する資金

但し、「健康経営宣言」を行っている
医療機関、歯科医療機関、
介護事業所（通所介護または通所リハビリ）、
介護老人保健施設、介護老人福祉施設
に限る

（５）（１）を除く上記に関する借換資金
※所定の審査により、ご希望にそえない場合があります

　科　　目 手形貸付、証書貸付、当座貸越

　融資利率 当組合の健康応援利率
※金利は期間によって異なります

　融資期間 原則10年以内
※リフォーム・建替え資金は最高20年以内

　担　　保 原則無担保
※審査により、担保徴求する場合があります

　融資限度 最高1億円

お申込いただける方
医療機関・薬局
歯科医療機関
介護事業所
（通所介護、通所リハビリ）

介護老人保健施設
（老健）

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

年0.7%～

年1.7%～

　当組合は、大分県が推進する健康寿命日本一の取り組み
に賛同し、健康寿命日本一おうえん企業として、市町と開発
した「健康定期」を通して大分県民の健康づくりを応援して
います。
　この「健康定期」でお預けいただいた資金を県民の健康
づくりに循環させることを目的に、融資ファンドの取り扱いを
行っております。

介護老人福祉施設の皆さまへ
医療

機関・
歯科医療

機関・介護事業所・介護老人保健施設・

健康寿命日本一
おうえん融資ファンド
原則無担保

お問い合わせ
最寄りのけんしん、もしくは

支店名

ＴＥＬ

担　当
0120-017-319

大分県民

大分県
信用組合 医療機関 等


